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1平成25年3月　第764号

　1．政策委員会委員の就退任等

　平成25年3月19日、日本銀行総裁　白
しら

川
かわ

 方
まさ

明
あき

が辞任し、同副総裁　山
やま

口
ぐち

 �葊
ひろ

秀
ひで

および西
にし

村
むら

 淸
きよ

彦
ひこ

が任期満了により退任した。翌3月20日、黒
くろ

田
だ

 東
はる

彦
ひこ

が日本銀行

総裁に、岩
いわ

田
た

 規
き

久
く

男
お

および日本銀行理事 中
なか

曽
そ

 宏
ひろし

が同副総裁に就任し、政策委

員会委員となった。

　平成25年4月9日、日本銀行総裁　黒田 東彦が日本銀行総裁に再任され、引続

き政策委員会委員となった。
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黒田 東彦　新総裁の紹介

昭和19年10月25日生

出身地　福岡県

昭和 42年 3月 東京大学法学部卒業

 42年 4月 大蔵省入省

 62年 7月 大蔵省国際金融局国際機構課長

 63年 12月 大蔵大臣秘書官事務取扱

平成 元年 8月 大蔵省主税局国際租税課長

 2年 7月 　〃　主税局税制第一課長

 3年 6月 　〃　主税局総務課長

 5年 7月 国税庁大阪国税局長

 6年 7月 大蔵省大臣官房審議官（国際金融局担当）

 8年 7月 　〃　財政金融研究所長

 9年 7月 　〃　国際金融局長

 10年 6月 　〃　国際局長

 11年 7月 財務官

 15年 3月 内閣官房参与

 15年 7月 　　〃

   一橋大学大学院経済学研究科教授

 17年 2月 アジア開発銀行総裁

 25年 3月20日 日本銀行総裁

 25年 4月 9日 　　〃　　　（再任）
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岩田 規久男　新副総裁の紹介

昭和17年10月3日生

出身地　東京都

昭和 41年 3月 東京大学経済学部卒業

 48年 3月 　 〃 　大学院経済学研究科博士課程修了

 48年 4月 上智大学経済学部専任講師

 51年 4月 　　　〃　　　　助教授

 58年 4月 　　　〃　　　　教授

平成 10年 4月 学習院大学経済学部教授

 25年 3月20日 日本銀行副総裁
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中曽 宏　新副総裁の紹介

昭和28年10月12日生

出身地　東京都

昭和 53年 3月 東京大学経済学部卒業

 53年 4月 日本銀行入行

平成 9年 5月 信用機構局信用機構課長

 12年 4月 信用機構局参事役

 12年 6月 国際決済銀行へ転出

 13年 6月 金融市場局 兼 国際局参事役

 15年 5月 金融市場局長

 20年 11月 日本銀行理事

 22年 6月 　　〃　　　（国際関係統括）

 24年 11月 　　〃　　　（国際関係統括）＜再任＞

 25年 3月20日 日本銀行副総裁
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　2．議決事項等

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（3月6・7日）

　本委員会は、平成25年3月6・7日の金融政策決定会合において、次回金融政策

決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の金

融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託
受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」
の一部改正に関する件（3月6・7日）

　本委員会は、平成25年3月6・7日の金融政策決定会合において、バーゼル銀行

監督委員会が平成22年12月に公表した「バーゼルIII：より強靭な銀行および銀

行システムのための世界的な規制の枠組み」に沿って、「銀行法第十四条の二の

規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適

当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件」（平成二十四年

金融庁告示第二十八号）が平成25年3月31日から適用されることを踏まえ、「資

産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本

要領に定める信託の受託者選定基本要領」（平成22年11月5日決定）注1）を別紙．

のとおり一部改正することを決定した。

　

注1 ）　「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本

要領に定める信託の受託者選定基本要領」の全文については、インターネット・ホー

ムページをご参照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2013年2月13・14日開催分）に
関する件（3月6・7日）

　本委員会は、平成25年3月6・7日の金融政策決定会合において、金融政策決定

会合の議事要旨（2013年2月13・14日開催分）注2）を承認した。

　

注2 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（3月12日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･平成24年度および25年度の職員の給与等に関する件（2月8日）

　本委員会は、平成25年2月8日、平成24年度および25年度の職員の給与等につ

いて、下記のとおり決定した注3）。

記

１．職員（シニアスタッフを除く。以下同じ。）の平成24年度および25年度の定

例給与については、改訂（ベア）を行わないこと注4）。

２．職員の平成24年5月賞与および同年11月賞与ならびに25年5月賞与および同

年11月賞与については、「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」（平

成10年9月21日決定）に基づき、総資金量（「平成24年度および25年度におけ

る「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」の特則」（平成24年10月26
日決定）による減額前の賞与の総資金量をいう。）を、それぞれ23年同期の賞

与における支給実績総資金量（人員構成変化勘案後）の100％とすること。

３．「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給

額、支給割合等」（平成10年9月21日決定）6. に定めるシニアスタッフの時間

給（総裁が別に定める時間給を除く。）については、改訂を行わないこと。

　

注3 ）　本件は、本委員会で2月中に決定したものですが、従業員組合との協議成立を待っ

て公表する扱いとしました（3月26日協議成立）。

注4 ）　日本銀行職員の給与等の概要については、インターネット・ホームページをご参照

ください。
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４．日本銀行の政策運営および業務遂行において必要となる人材を確保する観

点から、主要民間金融機関および主要民間企業等の動向を踏まえた初任給の

改訂を可能とするため、「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニ

アスタッフの給与支給額、支給割合等」注5）の一部を別紙のとおり改正し、平

成25年4月1日から実施すること。

　

注5 ）　「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支

給割合等」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･「本行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基
準等の件」の一部改正等に関する件（3月1日）

　本委員会は、平成25年3月1日、下記の1．から4．までの諸規程をそれぞれ別

紙1から別紙4までのとおり一部改正し、平成25年3月31日から実施することを決

定した。

記

1．「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」

　（平成10年6月23日決定）注6） ……………………………………………………別紙1

2．「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに

　間接参加者および外国間接参加者の承認基準」（平成15年1月7日決定）注7）

　……………………………………………………………………………………別紙2

3．「代理店の設置等に関する基本要領」（平成12年6月30日決定）注8）

　……………………………………………………………………………………別紙3

4．「株式買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」（平成22年
　7月16日決定）注9） ………………………………………………………………別紙4

　

注6 ）　「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注7 ）　「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者お

よび外国間接参加者の承認基準」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注8 ）　「代理店の設置等に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホーム

ページをご参照ください。

注9 ）　「株式買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」の全文については、イ

ンターネット・ホームページをご参照ください。
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34 日本銀行政策委員会月報

◆･参与の推薦に関する件（3月1日）

　本委員会は、平成25年3月1日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務

大臣に対し、國部 毅 氏を参与に推薦することを決定した（4月1日、財務大臣よ

り任命）。

◆･預金保険機構運営委員会の会議に出席する日本銀行理事を指名
する件（3月5日）

　本委員会は、平成25年3月5日、預金保険法（昭和46年法律第34号）第21条第4
項に規定する日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事を田中 洋樹とする

ことを決定した。
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◆･日本銀行業務方法書の一部変更に関する件（3月12日）

　本委員会は、平成25年3月12日、「株式会社企業再生支援機構法の一部を改正

する法律」（平成25年法律第2号）による「株式会社企業再生支援機構法」（平成

21年法律第63号）の一部改正に伴い、日本銀行業務方法書（平成10年3月24日決

定）注10）を別紙のとおり一部変更することを決定した。

　

注10 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。
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◆･釧路支店の移転に関する件（3月12日）

　本委員会は、平成25年3月12日、釧路支店を下記のとおり移転することを決定

した。

記

 現行所在地 北海道釧路市大川町2番26号

 移転予定地 北海道釧路市幸町9丁目2番地

 移転予定日 平成25年5月7日

◆･「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトの
基本方針」に関する件（3月12日）

　本委員会は、平成25年3月12日、「日本銀行による金融市場インフラに対する

オーバーサイトの基本方針」に関し、下記のとおり決定した注11）。

記

1．「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトの基本方針」を

別紙のとおり制定し、2013年4月1日から実施すること。

2．1．に伴い、2013年4月1日をもって「決済システムに対する「オーバーサイ

ト」の基本方針」（2010年5月14日決定）および「オフショア円決済システム

に対する「オーバーサイト」の基本方針」（2010年5月14日決定）を廃止する

こと。

　

注11 ）　意見募集の結果等を含めた対外公表文の全文については、インターネット・ホー

ムページをご参照ください（3月12日公表）。
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◆･中期経営計画（平成25 ～ 27年度）に関する件（3月15日）

　本委員会は、平成25年3月15日、中期経営計画（平成25〜27年度）を別紙のと

おり決定した。
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（注 ）上記別紙中、平成25年度（第129回事業年度）経費予算のうち、日本銀行法第51
条第1項に定める経費の予算（本政策委員会月報P.105を参照）については、3月29日、

同条同項に基づく財務大臣の認可を取得しました。

◆･平成25年度不動産その他の重要な財産の取得または処分に関
する件（3月15日）

　本委員会は、平成25年3月15日、平成25年度不動産その他の重要な財産の取得

または処分に関し決定した。

◆･「2013年度の考査の実施方針等について」に関する件（3月15日）

　本委員会は、平成25年3月15日、2013年度の考査の実施に関する重要事項とし

て、「2013年度の考査の実施方針等について」を別紙のとおり定め、対外公表す

ることを決定した。
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◆･政策委員会月報（平成25年2月）に関する件（3月15日）

　本委員会は、平成25年3月15日、政策委員会月報（平成25年2月）を承認した。

◆･理事の推薦に関する件（3月15日）

　本委員会は、平成25年3月15日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財

務大臣に対し、武田 知久を理事に推薦することを決定した（4月1日、財務大臣

より任命）。



126 日本銀行政策委員会月報

◆･政策委員会議長の互選に関する件（3月21日）

　本委員会は、平成25年3月21日、日本銀行法第16条第3項の規定に基づき、 

黒田 東彦委員を政策委員会議長とすることを決定した。

◆･議長の職務を代理する者の決定に関する件（3月21日）

　本委員会は、平成25年3月21日、日本銀行法第16条第5項の規定に基づき、政

策委員会議長 黒田 東彦委員に事故がある場合に議長の職務を代理する者および

代理する場合の順位を以下のとおりとすることを決定した。

 第一順位　　岩田規久男 委員

 第二順位　　中 曽　 宏 委員

 第三順位　　宮 尾 龍 蔵 委員
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◆･総裁の兼職を承認する件（3月22日）

　本委員会は、平成25年3月22日、「役員の兼職に関する特則」2．（2）イ．に基

づき、黒田総裁について次の兼職を承認することを決定した。また、同一の職

に再任される場合は、その兼職を承認することを決定した。

兼　職　名 報酬の有無 任　期

経済財政諮問会議議員 無 ２年（注）

中央防災会議委員 無 定めなし

（注）前任者の残任期間は平成27年1月8日まで。
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◆･総裁の兼職を承認する件（3月26日）

　本委員会は、平成25年3月26日、「役員の兼職に関する特則」2．（2）イ．に基

づき、黒田総裁について次の兼職を承認することを決定した。

兼　職　名 報酬の有無 任　期

国際通貨基金総務会総務代理たる日本政府代表

代理
無 定めなし

国際復興開発銀行総務会総務代理たる日本政府

代表代理
〃 〃

欧州復興開発銀行総務会総務代理たる日本政府

代表代理
〃 〃

米州開発銀行総務会総務代理たる日本政府代表

代理
〃 〃

アジア開発銀行総務会総務代理たる日本政府代

表代理
〃 〃

アフリカ開発銀行総務会総務代理たる日本政府

代表代理
〃 〃

投資紛争解決国際センター理事会代表者代理た

る日本政府代表代理
〃 〃
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◆･中曽副総裁の兼職を承認する件（3月26日）

　本委員会は、平成25年3月26日、「役員の兼職に関する特則」2．（2）イ．に基

づき、中曽副総裁について次の兼職を承認することを決定した。

兼　職　名 報酬の有無 任　期

国際決済銀行市場委員会議長 無 定めなし
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　3．報告事項

●�金融広報中央委員会の2012年度活動実績と2013年度活動方針
（案）（情報サービス局）

●�業務リスク管理（政策委員会室）

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）
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